
第
二
百
十
一
回

国

会

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日（
火
曜
日
）

午
後
零
時
五
十
三
分
開
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

山
田

宏
君

理

事

こ
や
り
隆
史
君

島
村

大
君

比
嘉
奈
津
美
君

川
田

龍
平
君

山
本

香
苗
君

委

員

生
稲

晃
子
君

石
田

昌
宏
君

神
谷

政
幸
君

友
納

理
緒
君

羽
生
田

俊
君

藤
井

一
博
君

星

北
斗
君

本
田

顕
子
君

石
橋

通
宏
君

打
越
さ
く
良
君

高
木

真
理
君

窪
田

哲
也
君

若
松

謙
維
君

東

徹
君

松
野

明
美
君

田
村

ま
み
君

芳
賀

道
也
君

倉
林

明
子
君

天
畠

大
輔
君

国
務
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

佐
伯

道
子
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の

締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

○
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
厚
生
労
働
委
員

会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の

締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
両
案

を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

政
府
か
ら
順
次
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
加
藤

厚
生
労
働
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
加
藤
勝
信
君
）
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま

し
た
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定

の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説

明
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際

協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま

す
。駐

留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
に
つ
い
て
は
本
年

五
月
十
六
日
限
り
で
、
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業

離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
に
つ
い
て
は
本
年
六
月
三

十
日
限
り
で
失
効
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
駐
留

軍
関
係
離
職
者
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離

職
者
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
、
国
際
情
勢
の
変
化
等
に
伴

い
、
な
お
そ
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

二
法
の
有
効
期
限
を
五
年
延
長
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
律
案
の
施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
と
し

て
い
ま
す
。

次
に
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま

す
。戦

没
者
等
の
妻
に
対
し
ま
し
て
は
、
さ
き
の
大
戦
で
夫

を
失
っ
た
精
神
的
痛
苦
に
特
別
の
慰
藉
を
行
う
た
め
、
こ

れ
ま
で
特
別
給
付
金
と
し
て
国
債
を
支
給
し
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
本
年
、
最
終
償
還
を
迎
え
る
こ
と
か

ら
、
国
と
し
て
引
き
続
き
戦
没
者
等
の
妻
に
対
し
特
別
の

慰
藉
を
行
う
た
め
、
特
別
給
付
金
と
し
て
額
面
百
十
万

円
、
五
年
償
還
の
国
債
を
五
年
ご
と
に
二
回
支
給
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
律
案
の
施
行
期
日
は
、
一
部
の
規
定
を

除
き
、
令
和
五
年
四
月
一
日
と
し
て
い
ま
す
。

以
上
が
、
二
法
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概

要
で
ご
ざ
い
ま
す
。

御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
可
決
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
長（
山
田
宏
君
）
以
上
で
両
案
の
趣
旨
説
明
の
聴

取
は
終
わ
り
ま
し
た
。

両
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
零
時
五
十
六
分
散
会

─
─
─
─
・
─
─
─
─

三
月
十
七
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
保
育
・
学
童
保
育
制
度
の
抜
本
的
改
善
に
関
す
る

請
願（
第
四
二
一
号
）（
第
四
二
二
号
）

一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
実
現
の
た
め
、
人
員

増
と
処
遇
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

四
二
三
号
）（
第
四
二
四
号
）（
第
四
二
五
号
）（
第
四
二

六
号
）

一
、
福
祉
職
員
の
大
幅
な
賃
金
の
引
上
げ
と
増
員
に
関

す
る
請
願（
第
四
二
七
号
）（
第
四
二
八
号
）（
第
四
二

九
号
）（
第
四
三
〇
号
）

一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

（
第
四
三
一
号
）（
第
四
三
二
号
）（
第
四
三
三
号
）（
第

四
三
四
号
）（
第
四
三
五
号
）（
第
四
三
六
号
）

一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
実
現
の
た
め
、
人
員

増
と
処
遇
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

四
六
九
号
）（
第
四
七
四
号
）

一
、
福
祉
職
員
の
大
幅
な
賃
金
の
引
上
げ
と
増
員
に
関

す
る
請
願（
第
四
七
五
号
）（
第
四
七
六
号
）

一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

（
第
四
七
七
号
）

一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
実
現
の
た
め
、
人
員

増
と
処
遇
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

五
〇
二
号
）（
第
五
〇
三
号
）

一
、
福
祉
職
員
の
大
幅
な
賃
金
の
引
上
げ
と
増
員
に
関

す
る
請
願（
第
五
〇
四
号
）（
第
五
〇
五
号
）

一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

（
第
五
〇
六
号
）（
第
五
一
一
号
）（
第
五
一
二
号
）（
第

五
一
三
号
）（
第
五
一
四
号
）（
第
五
一
五
号
）（
第
五
一

六
号
）（
第
五
一
七
号
）（
第
五
一
八
号
）（
第
五
一
九

号
）（
第
五
二
〇
号
）（
第
五
二
一
号
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
第

七

部
）

一

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】

（
七
八
）



二

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】



─
─
─
─
・
─
─
─
─

三
月
二
十
四
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
保
育
・
学
童
保
育
制
度
の
抜
本
的
改
善
に
関
す
る

請
願（
第
五
三
九
号
）

一
、
減
ら
な
い
年
金
、
頼
れ
る
年
金
を
求
め
る
こ
と
に

関
す
る
請
願（
第
五
四
〇
号
）

一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
実
現
の
た
め
、
人
員

増
と
処
遇
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

五
四
一
号
）

一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

（
第
五
四
二
号
）

一
、
腎
疾
患
総
合
対
策
の
早
期
確
立
に
関
す
る
請
願

（
第
五
四
三
号
）

一
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
患
者
へ
の
難
病
対
策
の
推
進
に

関
す
る
請
願（
第
五
五
二
号
）

一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
実
現
の
た
め
、
人
員

増
と
処
遇
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

五
五
三
号
）（
第
五
五
四
号
）（
第
五
五
五
号
）

一
、
福
祉
職
員
の
大
幅
な
賃
金
の
引
上
げ
と
増
員
に
関

す
る
請
願（
第
五
五
六
号
）（
第
五
五
七
号
）

一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

（
第
五
五
八
号
）（
第
五
五
九
号
）

一
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
患
者
へ
の
難
病
対
策
の
推
進
に

関
す
る
請
願（
第
五
七
九
号
）

一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
実
現
の
た
め
、
人
員

増
と
処
遇
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

五
八
〇
号
）（
第
五
八
一
号
）

一
、
福
祉
職
員
の
大
幅
な
賃
金
の
引
上
げ
と
増
員
に
関

す
る
請
願（
第
五
八
二
号
）（
第
五
八
三
号
）

一
、
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
実
現
に
関
す
る
請
願

（
第
五
八
四
号
）（
第
五
八
五
号
）

一
、
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
実
現
の
た
め
、
人
員

三

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】



増
と
処
遇
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第

六
〇
三
号
）

一
、
腎
疾
患
総
合
対
策
の
早
期
確
立
に
関
す
る
請
願

（
第
六
〇
四
号
）（
第
六
〇
五
号
）（
第
六
〇
六
号
）（
第

六
〇
七
号
）（
第
六
〇
八
号
）（
第
六
〇
九
号
）（
第
六
一

〇
号
）（
第
六
一
一
号
）（
第
六
一
二
号
）（
第
六
一
三

号
）（
第
六
一
四
号
）（
第
六
一
五
号
）（
第
六
一
六
号
）

一
、
西
新
潟
中
央
病
院
、
新
潟
医
療
セ
ン
タ
ー
を
再

編
・
統
合
対
象
と
す
る
こ
と
を
や
め
、
大
事
な
病
院

を
守
り
、
地
域
医
療
の
拡
充
を
求
め
る
こ
と
に
関
す

る
請
願（
第
六
一
七
号
）

一
、
腎
疾
患
総
合
対
策
の
早
期
確
立
に
関
す
る
請
願

（
第
六
二
一
号
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

四

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】



五

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】



─
─
─
─
・
─
─
─
─

三
月
二
十
八
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協

定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措

置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

六

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】



七

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】



八

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】



九

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】



一
〇

第
七
部

厚
生
労
働
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
【
参
議
院
】

令
和
五
年
六
月
八
日
作
成

参
議
院
事
務
局

作
成
者

東
京
法
令
出
版
株
式
会
社


